潮来市指定暑熱避難施設募集要項
（趣旨）
第１条　熱中症対策では、極端な高温の発生時に暑さを避ける場の利用促進が重要なため、令和６年４月１日に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律が施行され、気候変動適応法第２１条に基づく指定暑熱避難施設（以下「クーリングシェルター」という。）を市町村長が指定できるようになったことから、潮来市では、熱中症による健康被害を防止し、市民及びその他の者(以下「市民等」という。)の生命と健康を守るため、要件を全て満たす公共施設と民間施設をクーリングシェルターとして指定する。
ついてはクーリングシェルターを運用し、潮来市と共に熱中症対策に取り組む民間施設を募集する。

（応募要件）
第２条　応募要件は市内に所在する施設で、次の要件を全て満たす施設とする。
①潮来市とクーリングシェルターの指定に係る協定書を締結し、施設の名称及び所在地、開放することができる日及び時間帯（以下「開放可能日」という。）、受け入れることが可能であると見込まれる人数（以下「受入可能見込み人数」という。）等の公表に同意できること。
②適切な冷房設備を有する施設であること。
③熱中症特別警戒情報が発表された際は、各施設が公表する開放可能日等において、暑さをしのぐ休息場所として市民等に施設を開放すること。
④必要かつ適切な空間を確保していること。
⑤受入可能見込み人数分の避難者が休息できる環境であること。
⑥熱中症予防のための飲食が可能であること。
⑦施設の見やすい場所に、クーリングシェルター・マーク等を掲示すること。
⑧熱中症特別警戒情報の発表時以外においても、施設の開放に努めること。
⑨施設の開放にあたって生じた経費の自己負担に同意すること。

（施設運用期間）
第３条　クーリングシェルターの運用期間は、国が定める熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報の運用期間とする。


（募集期間等）
第４条　クーリングシェルターの指定を受けたい者は、潮来市指定暑熱避難施設申込書（様式第１号）に必要事項を記入し、以下提出先まで提出すること。
① 募集期間
随時
② 提出先
潮来市役所環境経済部環境課
住　　所：〒３１１－２４９３　潮来市辻６２６
電話番号：０２９９－６３－１１１１（内線２５１～２５３）
FAX：０２９９－８０－１１００
E-mail：kankyo@city.itako.lg.jp

（その他）
第５条　公序良俗に反する、取組の趣旨に適さない等、市が不適当と認める場合は、クーリングシェルターとして指定されない場合がある。

